
計 120,030 99,626

平
成
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・
2
4
年
度
予
算
内
訳

（
単
位
：
千
円

）

費　目 23年度当初予算 24年度要求 主な増減理由

運営費 120,030 99,626 日本の分担額・拠出額に応じて要求額を見直し

23年10月現
在

会合数：５０回
上級代表決定

数：１２本
上級代表訪日

数:１回

会合数：４２回
上級代表決定

数：３１本
上級代表訪日

数：１回

会合数４５回
上級代表決定

数：１２本
上級代表訪日

数：１回

会合数：２８回
上級代表決定

数：４本
上級代表訪日

数：１回

単位当たり
コスト

上述のとおり，成果実績及び活動実績を定量的
に示すことは困難であり，単位当たりコストの提
示を行うことはできない。

算出根拠

運営経費の用途は上級代表事務所の活動全般
に及び定量的な目標を提示することは困難であ
るが，上級代表事務所の運営に際しては，大使
会合(毎週），政務局長会合(年３回），予算専門
家会合(年２回）等の各国を交えた各種会合を頻
繁に開催。また，上級代表は近年，年１０本以上
の上級代表命令を発出（デイトン合意に基づき
ＢＨ国内法と同じ効力を持つ）。

活動実績

（当初見込
み）

－

－ － －

－

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 20年度 21年度 22年度 23年度活動見込

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

22年度
目標値

（　　年度）

ＢＨの国造り支援及び西バルカンの平和と安
定。
（事業の性質上，定量的な目標を提示すること
は困難であるが，ＢＨにおいては，４年毎の総選
挙が平和裡に行われ，一人あたりＧＮＰも過去１
０年間で約３倍に増加（2001年$1,610→2010年
$4,790）。さらに，２００８年６月にはＥＵ加盟への
第１歩となる安定・連合化協定に署名，２００８年
に上級代表事務所閉鎖のベンチマークとして提
示された「５つの目標と２つの条件」についても，
現在までに３目標及び１条件を達成済み。）

成果実績 ドル 4,530 4,740 4,790 －

達成度

成果指標 単位 20年度 21年度

％ － －

執行率（％） 100% － 100%

執行額 186 － 129

計 186 － 129 120 100

－ － －

繰越し等 － － － －

24年度要求

予
算
の
状
況

当初予算 0 － 129 120 100

補正予算 186

事業概要
（5行程度以内。

別添可）

デイトン合意の履行を監視する国際的枠組みである和平履行評議会（ＰＩＣ）によって任命され、閣僚罷免権、法律の改廃を含む強
力な権限（「ボン・パワー」）を有し，また，同国の国造りを支援する上級代表事務所の運営経費。我が国は１９９６年に上級代表事
務所の運営の10％を負担することを表明、１９９７年以降、義務的分担金として継続して拠出を行っている。

実施方法 □直接実施　　　　　　　□業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　■その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

20年度 21年度 22年度 23年度

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
外務省設置法第４条第３項

関係する計画、
通知等

－

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

３つの民族がモザイクのように居住し、ボスニア紛争において約２０万人の犠牲者を出すに至ったボスニア・ヘルツェゴビナにおい
ては、９５年１２月に国際社会の関与の下、デイトン合意が結ばれ、９２年以来の武力紛争が終結した。デイトン合意の履行を監
視，同国の国造りを支援する強力な国際的枠組みへの支援を通じ，同国及び西バルカン全体の平和と安定に貢献するとともに，
Ｇ８の一員，グローバル・パワーとして，世界の平和と安定に積極的に貢献する我が国の積極的姿勢を示す。

事業開始・
終了(予定）年度

平成９年度開始
担当課室 中・東欧課 課長　河津　邦彦

会計区分 一般会計 施策名
Ⅶ－１　国際機関を通じた政務及び安全保障分野に係る国際

貢献

事業番号 26
　　　　　　　　　　　　　平成２３年行政事業レビューシート　　　　(外務省)

事業名 ボスニア和平履行評議会拠出金（義務的拠出
金）

担当部局庁 欧州局 作成責任者



上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

日本の分担額・拠出額に応じて要求額を見直し

補記　（過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

予算監視・効率化チームの所見

日本の分担額・拠出額に応じて要求額を見直し

ー 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか

○ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

（１）上級代表事務所という，強力な権限（法律の改変，閣僚等の罷免）をもった国際的な枠組みのプレゼンスの存在により，BHにおいてデイ
トン合意以降，武力紛争は生じておらず，４年毎の総選挙も着実に行われ，平和と民主主義の着実な定着が見られる。また，経済面におい
ても，１人あたりＧＮＰも１，６１０ドル（２００１年）から，４，７９０ドル（２０１０年） への大きな発展を遂げた。さらに，２００８年６月にはＥＵ加盟へ
の第１歩となる安定・連合化協定に署名，２００８年に上級代表事務所閉鎖のベンチマークとして提示された「５つの目標と２つの条件」につ
いても，現在までに３目標及び１条件を達成済みであるなど，欧州統合への道を着実に歩んでいる。
（２）我が国による貢献に対しては，各国・国際機関から高い評価が示されてきている。
（３）上級代表事務所予算は発足まもなくのピーク時３０００万ユーロ以上から現在約９４０万ユーロ(３分の１以下）。人員もピーク時の約７００
人から毎年着実に減少し，現在約１７０人(４分の１以下)。我が国からの拠出額も年々減少。BHの復興，国造りの進展とともに同事務所が果
たすべき役割について不断の見直しを行い，一層の経費の削減を働きかけていく。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

○ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

○ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

ー 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

ー 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

－ 受益者との負担関係は妥当であるか。

ー 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
ではないか。

ー 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 特記事項


